
 

    

    

    

    

 

 

 

    

１１１１    支給対象者支給対象者支給対象者支給対象者    

○ ᖹᡂ㸯㸰ᖺ௨㝆ྛࡢᖺศࡢಖ㝤ᖺ㔠࡟ಀࡿಶே┴Ẹ⛯ࡀ⣡ࡵ㐣ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡂ⣡

 ࠋࡢࡶ࠸࡞ࢀࡽࡅཷࡀ㑏௜ࡿࡼ࡟つᐃࡢᆅ᪉⛯ἲࠊࡕ࠺ࡢ⪅ົ⩏⛯

 

２２２２    申請申請申請申請のののの期間期間期間期間    

○ ᖹᡂ㸰㸱ᖺ㸯㸮᭶㸯㸯᪥ࡽ࠿ᖹᡂ㸰㸲ᖺ㸯㸮᭶㸯㸮᪥࡛ࡲ 

 

３３３３    申請申請申請申請のののの方法等方法等方法等方法等    

○ ⏦ㄳࡢሙᡤ 

⣡ࡵ㐣ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡂಶே┴Ẹ⛯ࢆ⣡௜ࡓࡋᕷ⏫ࡢ⛯ົᢸᙜㄢ 

○ ⏦ㄳࡢ᪉ἲ 

  ⏦ㄳࡿࡍᕷ⏫࡛ᐃࡓࡵ⏦ㄳ᭩ࠊ࡟ᡤᚓ⛯ࡢ≉ู㑏௜㔠ࡢᨭ⤥➼Ỵᐃ㏻▱᭩ࡸ≉ู

㑏௜㔠ࡢ㢠ࡢィ⟬᫂⣽᭩ࢆ࡝࡞ῧ௜࡚ࡋ⏦ㄳࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ 

 

４４４４    そのそのそのその他他他他    

○ ලయⓗ࡞⏦ㄳࡢ᪉ἲ࡝࡞≉ู㑏௜㔠ࡢᨭ⤥࡟㛵ࠊࡋᚚ୙᫂ࡢⅬࠊࡣᕷ⏫ࡢ⛯ົᢸ

ᙜㄢ࠾࡛ࡲၥࠋ࠸ࡉࡔࡃࡏࢃྜ࠸ 

○ ಶேᕷ㸦⏫㸧Ẹ⛯࡚ࡏేࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᕷ⏫࡚࠸࠾࡟㸯㸮᭶㸯㸯᪥ࡽ࠿≉ู㑏௜㔠

 ࠋࡍࡲࡋ㛤ጞࢆ⤥ᨭࡢ

遺族が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分について

は、所得税の課税対象とならないとする昨年７月の最高裁判決を受けて、所得税について

は、納め過ぎた部分について租税特別措置法を改正し、本年６月 30 日から特別還付を開

始しています。 

県では、同一所得に対して課税された個人県民税について、９月議会で県税条例を一部

改正し、納め過ぎとなった個人県民税に相当する額を特別還付金として、市町において

10 月 11 日から支給を開始します。 


